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令和４年度ストレスチェック業務委託仕様書

１ 件名

令和４年度ストレスチェック業務

２ 履行期間

契約締結日から令和５年３月３１日まで

３ 委託業務の実施目的

・労働者のメンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）

・職員自身のストレスへの気付きを促す

・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

４ 委託業務の概要

平成 27年 12月 1日に施行された改正労働安全衛生法に基づき実施するストレスチェックについて、職業性
ストレス簡易調査票(５７項目調査票)を利用し、本市職員の調査・分析を実施する。調査票は、紙帳票とする。
具体的な委託業務内容は次のとおりとする。

①ストレスチェック票の作成、納品

②調査の実施、回収

③回答に対する分析、評価、結果通知

④高ストレス者の抽出

⑤面接指導受診勧奨

⑥集団分析デ―タの作成、納品

⑦研修（８月下旬または９月にセルフケア研修、１０月中下旬職場環境改善研修）の実施等

※研修は、宮崎市と宮崎市上下水道局の合同で実施する。

※セルフケア研修は２時間程度を１回、職場環境改善研修は２時間程度を２回（同日午前・午後）。

また、業務の実施に当たっては、各段階において、より効果的に実施できるよう、積極的な企画提案を行い、

必要に応じて、宮崎市市及び宮崎市上下水道局と、それぞれ協議を行うこととする。

５ 対象者（予定）

（１）一般定期健康診断対象者（宮崎公立大学派遣職員を除く。）

令和４年度回答見込人数 約３，８００人（予定 内訳：宮崎市 3,550名 宮崎市上下水道局 250名）
参考令和３年度実績 宮崎市 調査票作成人数３，６６６名うち回答人数３，５９０名

上下水道局 調査票作成人数 ２５２名うち回答人数 ２５１名

合計 調査票作成人数３，９１８名うち回答人数３，８４１名

※集団分析の対象件数 約１８０件（予定 内訳：宮崎市 157件 宮崎市上下水道局 23件）
（２）派遣職員の取り扱い

他機関に派遣している本市職員等については、対象外とするが、一部実施する場合がある。

※対象者リストは別途提示する。

（３）請求・支払の「対象者数」のカウント方法について
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対象者数は変動する可能性があり、「回答（調査票を提出した受検者数分）」を請求すること。

提出見込みのない職員（病気休暇や育産休等）は、事前に判明しているものは調査票作成名簿から除外し、

調査票未提出の職員はカウントせず、提出したものの回答不備等により判定不可の職員はカウントする。
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６ 実施日程

（１）事前打ち合わせ

（２）調査の実施・回収

※上記日程については、変更する場合がある。

（３） 集団分析（結果報告を含む）

※上記日程については、変更する場合がある。

月 実施内容

契約日～６月中旬 本業務を円滑に効果的に実施するため、ストレスチェック調査実施

前に、スケジュ―ルの確認、ストレスチェック票の作成等委託業務全

てについて十分な打合せを行う。

※以降であっても、不明点等あった場合、その都度、本市と綿密に

協議を行うこととする。

月 実施内容

６月下旬 ○ストレスチェック票等の納品

所属ごとに封筒を作成し、本市の指定する実施通知文、対象者名簿

及び実施機関が作成するストレスチェック票、ストレスチェック票提

出用封筒等を封入・封緘し、納品。

※各所属宛封筒には、

「（所属名）所属長様 親展」「差出人 衛生管理室」を記載

７月 １日（開始）

～

７月１５日（終了）

７月下旬（回収）

○ストレスチェック調査実施・回収

調査開始後、随時提出されるストレスチェック票を本市が取りまと

めた後、実施機関が回収

※回収は、実施機関負担での郵送等（着払い）も可能。

※回収頻度は、調査期間中、２回程度とする。

８月下旬 ○調査結果票納品 （納期限：８月３０日）

①回収したストレスチェック票の評価、結果通知

②面接指導対象者（高ストレス者）の抽出、面接指導案内

※抽出の結果、面接指導の対象となった者（高ストレス者）に対して

は、通常の結果通知に加えて、医師による面接指導の案内を行う。

月 実施内容

８月中旬 市から「集団分析のくくり」のデータ送付

９月～１０月 集団分析デ―タの作成、送付（９月下旬）

集団分析結果の紙での納品。（１０月初旬）

※詳細は「７実施方法 (5)」参照。
１２月 宮崎市上下水道局労働安全衛生委員会に出席し、集団分析結果報告。

１月中旬・下旬

13:00～14:30
宮崎市労働安全衛生委員会に出席し、集団分析結果報告。
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（４）研修（宮崎市と宮崎市上下水道局の合同開催。リモートは原則不可、状況に応じて宮崎市が判断）

７ 実施方法

（１）ストレスチェック票等の作成・納品

ア ストレスチェック票

・「職業性ストレス簡易調査票」（５７項目）に基づく自記式調査方式（紙媒体）とする。

※市が指定する２５名は英語バージョンのストレスチェック票とする。

・ストレスチェック票の様式を、事前打合せの段階で本市に提示すること。

・本市と十分協議のうえ、必要があれば修正・変更を行うこととする。

イ 本市からは、以下のものを事前に提供する。

・ストレスチェック対象者のデータ

※調査開始後に対象者の追加があった場合は、その都度対応することとする。

※英語バージョン（２５名）の職員は、宮崎市がデータで指定する。

・個人宛て及び所属長宛てストレスチェック調査実施通知文、結果通知文のデ―タ

・その他、協議により提供が必要となる書類

ウ 納品物は以下のとおりとする。

【個人宛て封筒封入書類】

【所属長宛て封筒封入書類】（衛生管理室→各所属長）

所属ごとに、各所属長宛て封筒に封入封緘し、封筒の宛名を「〇〇課長（所属長あて）親展」とする。

なお、ストレスチェック票の回収を、所属単位で行ったあと、所属長から衛生管理室への提出用としても

封筒を使用できるよう別紙１を参考に作成してもよい。

月 実施内容

８月下旬又は９月 セルフケア研修（２時間×１回 １００名程度）

１０月中下旬頃 職場環境改善研修（２時間×２回 同日で各６０名程度）

・ストレスチェック票

※所属コ―ド、所属名、職名、職員番号及び氏名をあらかじめ印字する。

・個人宛て調査実施通知文（本市が作成したもの）

※個人宛窓開き封筒（のり付）に、あらかじめ印字した所属コ―ド、所属名、職名、職員番

号、氏名が見える状態にして封入する。封筒は、受検後の提出用として利用するため、納品

時は封緘しない。

・所属長宛て調査実施通知文（本市が作成したもの）

・対象者リスト（所属ごとの名簿）

・職員個人宛ての封筒・調査票

・衛生管理室提出用封筒（個人封筒を人数分封入できる大きさのもの。複数の封筒での対応可）

ただし、衛生管理室からの送付用の封筒を、衛生管理室提出用として使用してもよい。
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（２）ストレスチェック調査実施

ストレスチェック調査の実施期間（対象者回答期間）は、おおむね２週間とする。調査開始後、随時各所

属から提出されるストレスチェック票を、調査期間中、本市が、２回程度取りまとめた後、実施機関が回収

する（着払いでの送付も可能）。送料は委託料に含む。また、回収状況を随時報告すること。

（３） ストレスチェック調査個人結果評価及び結果報告

個人結果分析は、｢労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル｣（平成 27年厚生労働
省策定。以下「ストレスチェック制度実施マニュアル」という。）に示されている標準化得点を用いること

とする。

ア 結果報告書（個人宛て）

・結果報告は、紙媒体で行うこととする。

※市が指定する２５名は英語バージョンの結果報告書とする。

・結果報告様式は、事前打合せの段階で本市に提示すること。

・内容や体裁について、本市と十分協議し、必要があれば修正・変更を行うこととする。

イ 納品物は以下のとおりとする。

【個人宛て封筒封入書類】

個人結果報告書に記載される所属コ―ド、所属名、職名、職員番号、氏名が見える窓開き封筒に封入、封

緘し、ストレスチェック票を回収した日からおおむね１ヶ月後までに本市に納品すること。

また、結果報告と併せて、セルフケアの向上のために有益と考えられる同封物があれば、事前協議の上、

同封すること。

なお、抽出の結果、面接指導の対象となった高ストレス者に対しては、通常の結果通知に加えて、医師に

よる面接指導の受診勧奨等を行う。（下記（４）を参照）

【所属長宛て封筒封入書類】

所属ごとに、各所属長宛て封筒に封入封緘し、封筒の宛名を「（所属名）所属長様 親展」とする。

（４）面接指導対象者の抽出・受診勧奨

抽出の結果、高ストレスと評価され、面接指導の対象となった者に対し医師による面接指導を受けるよ

う勧奨し、併せて、面接指導を希望しない者に対しては、相談窓口、専門機関の紹介等の案内を必要に応

じて行う。

面接指導の対象者には、上記（３）の個人結果報告書に、以下の書類を追加封入する。

・個人結果報告書

※所属コ―ド、所属名、職名、職員番号及び氏名を印字する。

・本市及び実施機関が用意する同封物（事前協議により決定）

・所属長宛て調査結果通知文（本市が作成したもの）

・受検者一覧（所属毎）

・上記個人宛て封筒一式
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【個人宛て封筒封入書類（対象者用追加封入物）】

※様式や内容等詳細については、事前打合せの段階で本市と十分協議し、決定する。

（５）ストレスチェック調査集団分析デ―タの作成・納品

ア 集団分析方法

「ストレスチェック制度実施マニュアル」に示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

結果報告様式は、事前打合せの段階で本市に提示するものとし、その内容や体裁については、基本的な

項目を列記するに留まらず、前年度の数値と比較するなど、実施機関で工夫を凝らしたものとする。

また、本市と十分協議するものとし、必要があれば、修正・変更を行うこととする。

集団分析結果の前年度数値は、発注者から情報提供するものとする。

イ 納品物は以下のとおりとする。

【本市宛て封筒封入書類】

※電子データの仕様については、加工分析できるデ―タとし、仕様は事前打合せの段階で本市に提示する

こと。

（６）ストレスチェック結果デ―タ等の納品

全業務終了後、以下の報告デ―タを作成し、本市に納品すること。

※電子データの仕様については、加工分析できるデ―タとし、仕様は事前打合せの段階で本市に提示する

こと。

８ 委託料

本市が結果報告の内容を検査し、委託事項の完了を確認後、実施機関からの請求があり、結果報告の報告件

数と請求書の請求件数とに齟齬がなく、適正であると認めたときは、３０日以内にこれを支払うものとする。

９ その他条件

（１）第１回目の事前打ち合わせは、契約締結後、速やかに行うこと（打合せは、電話やメール等でも可）。

（２）実施機関は、厚生労働省が示す指針等に沿って着実に業務を遂行し、実施効果を高めるよう努めること。

また、ストレスチェックの企画、結果の評価等について積極的に案を提示又は確認を行い、本市と十分な

協議を行うこと。

（３）秘密の保持

受託者は、本業務において知り得た情報（周知の情報は除く。）を本業務の目的外に使用し、又は第三者

に開示もしくは漏洩してはならない。

（４）個人情報の保護

・医師による面接指導の受診勧奨案内文

・本市及び実施機関が用意する同封物（相談窓口パンフレット等）

・分析結果報告書（紙媒体）

・分析単位ごとの報告デ―タ（電子デ―タ）

・調査対象者の受検結果一覧（電子デ―タ）

・集団分析の結果一覧（電子データ）
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受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記

事項」を遵守しなければならない。

（５）本市提供デ―タ及び結果デ―タ等当該委託業務の履行に必要な一切の情報について、外部に漏えいするこ

とがないよう、厳重な措置を講じた上で業務を遂行すること。また、委託業務完了後、５年間は当該情報

を適切に管理・保存し、保存期間終了後は、本市から指示がある場合を除き、速やかに破棄すること。

なお、すでにデータ入力の完了した調査票（紙）については、業務完了後、速やかに破棄すること。

（６）その他不明な点については、本市の指示に従うこと。


